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 都市機能誘導施設の検討 

（１） 都市機能誘導施設の検討 

ア. 都市機能誘導施設とは 

・ 都市機能誘導施設は、「立地を誘導すべき都市機能増進施設（居住者の共同の福祉や利便性

の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与する施設）」であり、

人口減少・高齢化が今後も進む中にあって、医療・福祉・商業・子育て支援など、都市の居住

者の共同の福祉や利便のために必要なもので都市機能誘導区域や都市全体における施設の立

地状況等を勘案し、必要とされる施設を定めます。 

・ 立地適正化計画で検討する都市機能増進施設は、商業施設から教育施設まで多岐にわたりま

す。このような多様な施設の誘導に当たっては、それぞれの施設の持つ役割を十分に考慮し、

利用形態に応じた配置の方向を考える必要があります。 

・ 本市における都市機能誘導に当たっては、本計画で位置付ける「都市拠点」、「地域拠点」そ

れぞれの性質に合わせ、拠点間の連携により都市機能を高めることを重視する施設と、日常

的なニーズに応え生活利便性を向上する施設として、都市機能誘導施設を設定します。 

イ. 都市機能誘導施設の候補となる施設の整理 

・ 新居浜市立地適正化計画への位置付けが考えられる候補施設は以下のとおりです。 

  
図表 都市機能誘導施設の候補施設一覧（1/2） 

都市機能誘導施設候補 定義 

医療施設 

病院（特定機能病院及び地域医療
支援病院を除く） 

・医療法第１条の５第１項に規定する施設 

医科診療所 ・医療法第１条の５第２項に規定する施設で歯科診療所を除く 
調剤薬局 ・医療法第１条の２第２項に規定する調剤を実施する薬局 

高齢福祉施設 
※ 

高齢者福祉センター ・老人福祉法第二十条の七に規定する老人福祉センター 
介護等相談施設 
（地域包括支援センター、在宅介護支援センター） 

・介護保険法第 115 条の 46 第１項に規定する施設 
・老人福祉法第５条の３に規定する老人介護支援センター 

通所介護施設（通所系高齢者福祉施設） ・老人福祉法第５条の３に規定する老人デイサービスセンター 
訪問介護施設 ・介護保険法第８条第２項に規定する事業を行う施設 
入所介護施設 
（介護老人保健施設、グループホーム、
老人短期入所施設、軽費老人ホーム、養護
老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老
人ホーム） 

・介護保険法第８条第 28 項に規定する事業を行う施設 
・介護保険法第８条第 20 項に規定する事業を行う施設 
・老人福祉法第５条の３に規定する老人短期入所施設、軽費老

人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 
・老人福祉法第 29 条第１項に規定する施設 

障がい者福祉
施設 

障がい者福祉施設（通所施設、入所施
設、共同生活援助、地域活動支援センター
・小規模作業所、訪問系サービス） 

・障害者総合支援法第 5 条に規定する事業を行う施設 

子育て支援施
設 

子育て支援センター ・児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に定める地域子育て支援拠点
事業を行う事業所 

児童館・児童センター ・児童福祉法第 40 条に規定する施設 

特定教育･保育施設等 
（保育所、認定こども園、幼稚園） 

・児童福祉法第 39 条第１項に規定する施設 
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律第２条第７項に規定する施設 
・学校教育法第１条に規定する幼稚園 

地域型保育事業所 
（小規模保育事業、事業所内保育事業） 

・児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する事業を行う施設 
・児童福祉法第６条の３第 12 項に規定する事業を行う施設 
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図表 都市機能誘導施設の候補施設一覧（2/2） 

都市機能誘導施設候補 定義 

学校教育 
施設 

小学校 
・学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、高等学校、中

等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 
中学校 
高等学校、中等教育学校、特別
支援学校、大学、高等専門学校 

専修学校、各種学校 ・学校教育法第 124 条に規定する施設 
・学校教育法第 134 条に規定する各種学校 

生涯学習 
施設 

図書館 ・図書館法第２条第１項に規定する施設 

博物館・美術館等 ・博物館法第２条第１項に規定する博物館及び美術館 
・博物館法第 29 条に規定する博物館相当施設 

文化ホール等 ・ホール機能を有する文化施設 
社会体育施設（体育館、 

水泳プール、運動場等） 
・スポーツ基本法、社会教育法、地方自治法 

社会教育施設（公民館） ・地方自治法第 244 条、社会教育法の第 42 条 

商業施設 
大規模小売店舗（1,000 ㎡超） ・大規模小売店舗立地法 
食料品スーパー、食料品専門店 ・食品や日用雑貨など多数の品目を扱う小規模な小売商業施設 
コンビニエンスストア  

金融施設 

郵便局 ・日本郵便株式会社法第２条第４項に規定する施設 

銀行、信用金庫、JA バンク、 
・銀行法第２条に規定する施設 
・信用金庫法に基づく信用金庫 
・農水産業協同組合貯金保険法第２条第４項第１号に規定する

事業を行う施設 

行政施設 
市役所本庁舎 ・地方自治法第４条第１項に規定する施設 
その他の庁舎 ・地方自治法第 155 条第１項に規定する施設 

活性化 
拠点施設 複合施設 

・幅広い市民の利用を目的とし、上記では位置付けられない、
文化・生涯学習・交流活動の活性化、子育て支援、地域産業
の振興などの、都市や地域の活性化に資する複合的な拠点施
設 

（注）※高齢福祉施設には、認知症の支援に資する施設も含む 

 

ウ. 都市機能誘導施設の設定 

○都市機能誘導施設の候補施設の利用圏域（サービス対象エリア）の整理 

・ 都市機能誘導施設の候補施設は、施設が有する機能や目的、その役割によって、対象とする

利用圏域が異なります。 

・ 立地適正化計画に位置付ける都市機能誘導施設は、目指すべき将来都市構造の構築に向け、

各施設の利用圏域や立地状況等を踏まえ、「都市拠点」及び「地域拠点」それぞれに位置付け

ます。 

・ 都市機能誘導施設は、都市拠点に「広域圏」及び「地域生活圏」を対象とする施設を、地域拠

点に「地域生活圏」を対象とする施設をそれぞれ位置付けることを基本とします。 

 

【候補施設ごとの利用圏域区分の考え方】 

広 域 圏：本市周辺の市町村や、市内全域を対象 
地域生活圏：地域の生活圏域を対象 
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図表 都市機能誘導施設の候補施設の利用圏域 
都市機能誘導施設候補 広域圏 地域生活圏 

医療施設 
病院（特定機能病院及び地域医療支援病院を除く） 〇 － 
医科診療所 － 〇 
調剤薬局 医療施設に合わせて立地 

高齢福祉施設 

高齢者福祉センター（総合福祉センターは除く） 〇 － 
介護等相談施設（地域包括支援センター、在宅介護支援センター） － 〇 
通所介護施設（通所系高齢者福祉施設） － 〇 
訪問介護施設 － 〇 
入所介護施設（介護老人保健施設、グループホーム、老人短期入所施設、軽費
老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム） － 〇 

障がい者福祉
施設 

障がい者福祉施設（通所施設、入所施設、共同生活援助（グループホーム）、
地域活動支援センター・小規模作業所、訪問系サービス） － 〇 

子育て支援施
設 

児童館・児童センター － 〇 
子育て支援センター － 〇 
特定教育･保育施設等 
（保育所、認定こども園、幼稚園） 

－ 〇 

地域型保育事業所 
（小規模保育事業、事業所内保育事業） 

－ 〇 

学校教育施設 

小学校 － 〇 
中学校 － 〇 
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 〇 － 
専修学校、各種学校 〇 － 

生涯学習施設 

図書館 〇 － 
博物館・美術館等 〇 － 
文化ホール等 〇 － 
社会体育施設（体育館、水泳プール、運動場等） 〇 － 
社会教育施設（公民館） － 〇 

商業施設 
大規模小売店舗（1,000 ㎡超） 〇 － 
食料品スーパー、食料品専門店 － 〇 
コンビニエンスストア － 〇 

金融施設 
郵便局 － 〇 
銀行、信用金庫、JA バンク、 － 〇 

行政施設 
市役所本庁舎 〇 － 
その他の庁舎 － 〇 

活性化拠点 
施設 複合施設 〇 〇 
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エ. 都市機能誘導施設設定の基本的な考え方 

・ 都市機能誘導施設の候補施設の利用圏や立地状況を踏まえ、立地適正化計画に位置付ける都

市機能誘導施設設定の基本的な考え方を以下のとおり設定します。 
 

図表 都市機能誘導施設設定の基本的な考え方（1/2） 
都市機能誘導施設候補 設定の考え方 設定方針 

医療施設 

病院（特定機能病院及び地域医療支援
病院を除く） 

・本市を含む医療圏では、高度急性期及び回復期の病床が
不足しており病床機能の転換等に必要な施設・設備の整
備の推進※が位置付けられているとともに、拠点地区に
おける病院の維持・確保による集客や定住の促進に資す
る施設として、都市機能誘導施設に位置付けます。 

  ※愛媛県地域医療構想（平成 28 年３月） 

◯ 

診療所 
・身近な地域で安心した生活を送るために、最寄りの医療

機能の確保が欠かせないことから、都市機能誘導施設に
位置付けないこととします。 

 

調剤薬局 ・ 病院及び診療所に合わせて立地するため、都市機能誘
導施設に位置付けないこととします。  

高 齢 福 祉
施設 

高齢者福祉センター 
・老人福祉に関する各種の相談に応じ、高齢者の健康増進

や教養の向上など、高齢社会における高齢者の元気増進
に資する施設として、都市機能誘導施設に位置付けま
す。 

◯ 

介護等相談施設 
（地域包括支援センター、在宅介護支援
センター） 

・高齢者が住み慣れた地域での生活継続を支援する施設で
あることから、都市機能誘導施設に位置付けないことと
します。 

 

通所介護施設（通所系高齢者福
祉施設） 

・居住地に近接して立地することで利用がしやすくなる通
所型施設であることから、都市機能誘導施設に位置付け
ないこととします。 

 

訪問介護施設  
入所介護施設（介護老人保健
施設、グループホーム、老人短期
入所施設、軽費老人ホーム、養護
老人ホーム、特別養護老人ホーム
、有料老人ホーム） 

・入所系の施設は、居住が主な機能であり、都市機能誘導
区域の周辺部分への立地により都市機能の利用等が十分
可能であるため、都市機能誘導施設に位置付けないこと
とします。 

 

障 が い 者
福祉施設 

障がい者福祉施設（通所施設
入所施設、共同生活援助、地域活
動支援センター・小規模作業所、
訪問系サービス） 

・居住地に近接して立地することで利用がしやすくなる通
所型施設であることから、都市機能誘導施設に位置付け
ないこととします。 

・入所系の施設は、居住が主な機能であり、都市機能誘導
区域の周辺部分への立地により都市機能の利用等が十分
可能であるため、都市機能誘導施設に位置付けないこと
とします。 

 

子 育 て 支
援施設 

児童館・児童センター ・子育て世代の転入や定住促進に資する施設であることか
ら、都市機能誘導施設に位置付けます。 ◯ 

子育て支援センター ・子育て世代の転入や定住促進に資する施設であることか
ら、都市機能誘導施設に位置付けます。 ◯ 

特定教育･保育施設等（保育
所、認定こども園、幼稚園） 

・居住地に近接して立地することで利用がしやすくなる施
設ですが、子育て世代の転入や定住促進に資する施設で
あることから、都市機能誘導施設に位置付けます。 

○ 

地域型保育事業所（小規模保
育事業、事業所内保育事業） 

・地域の保育基盤の維持など地域における多様な保育ニー
ズにきめ細かく対応することが期待されることから、都
市機能誘導施設に位置付けないこととします。 
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図表 都市機能誘導施設設定の基本的な考え方（2/2） 
都市機能誘導施設候補 設定の考え方 設定方針 

学 校 教 育
施設 

小学校 ・居住地に近接して立地することで利用がしやすくなる義
務教育施設であることから、都市機能誘導施設に位置付
けないこととします。 

 

中学校  
高等学校、中等教育学
校、特別支援学校、大
学、高等専門学校 

・高等教育・専門教育など、若者の人材育成に資する施設
であり、拠点地区における集客や定住の促進に資する施
設であるため、都市機能誘導施設に位置付けます。 

○ 

専修学校、各種学校 
・専門教育など、若者の人材育成に資する施設であり、拠

点地区における集客や定住の促進に資する施設であるた
め、都市機能誘導施設に位置付けます。 

○ 

生 涯 学 習
施設 

図書館 ・文化・芸術振興や生涯学習等の推進に資する広域的な利
用を前提とした施設であり、拠点地区における集客や定
住の促進に資する施設であるため、都市機能誘導施設に
位置付けます。 

◯ 
博物館・美術館等 ◯ 
文化ホール等 ◯ 
社会教育施設（公民館） ・居住地に近接して立地することで利用がしやすくなる施

設であり、都市機能誘導施設に位置付けないこととしま
す。 

 

社会体育施設（体育館、
水泳プール、運動場等） 

・社会体育施設は、広域的な利用を前提とした施設であ
り、拠点地区における集客や定住の促進に資する施設で
あるため、都市機能誘導施設に位置付けます。 

◯ 

商業施設 

大規模小売店舗（1,000
㎡超） 

・大規模な商業施設は、各拠点のにぎわい創出や買い物の
場として必要な施設であることから、都市機能誘導施設
に位置付けます。 

◯ 

食料品スーパー、食料品
専門店 

・住民の日常生活に必要な生鮮食品・日用品を取り扱う小
規模店舗は、居住地に近接して立地することで利用がし
やすくなることから、都市機能誘導施設に位置付けない
こととします。 

 

コンビニエンスストア ・居住地に近接して立地することで利用がしやすくなる施
設であることから、都市機能誘導施設に位置付けないこ
ととします。 

 

金融施設 
郵便局 

・銀行等の金融機関は、地域生活圏を対象とした施設です
が、ATM やコンビニエンスストア等が一部代替機能を
担っており、銀行等・郵便局・コンビニエンスストアを
合わせると、市街化区域内に広く立地していることか
ら、都市機能誘導施設に位置付けないこととします。 

 

銀行、信用金庫、JA バン
ク、 

 

行政施設 
市役所本庁舎 

・本市の基幹的な行政拠点であり、拠点地区における集
客や定住の促進に資する施設であるため、都市機能誘
導施設に位置付けます。 

◯ 

その他の庁舎 ・各地域生活圏に対応した施設であり、都市機能誘導施
設に位置付けないこととします。  

活 性 化 拠
点施設 複合施設 

・幅広い市民の利用を目的とし、上記では位置付けられ
ない、文化・生涯学習・交流活動の活性化、子育て支
援、地域産業の振興などの、都市や地域の活性化に資
する複合的な拠点施設であり、拠点地区における集客
や定住の促進に資する施設であるため、都市機能誘導
施設に位置付けます。 

〇 
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【参考資料】 都市機能誘導施設（非設定分）に係る主な市内施設一覧 
都市機能誘導施設候補 主な市内施設一覧 

高 齢 福 祉
施設 

介護等相談施設 
（地域包括支援センター、在宅介護
支援センター） 

◆介護等相談施設 
・新居浜市地域包括支援センター 
・指定居宅介護支援センター（おとなりさん、そらいろのたね、青い鳥、たかつ）な

ど 
通所介護施設（通所系高齢
者福祉施設） 

◆通所介護施設 
・デイサービスセンターなど 

◆居宅介護支援事業所 
・居宅介護支援事業所など 

 

訪問介護施設 

入所介護施設（介護老人保
健施設、グループホーム、老人
短期入所施設、軽費老人ホー
ム、養護老人ホーム、特別養護
老人ホーム、有料老人ホーム、
老人センター） 

◆入所介護施設 
・グループホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など 

障 が い 者
福祉施設 

障がい者福祉施設（通所
施設入所施設、共同生活援助、
地域活動支援センター・小規
模作業所、訪問系サービス） 

◆障がい者福祉施設（19 施設） 
・新居浜市障がい者福祉センター 
・くすのき園、まさき育成園、すいよう作業所、わかば共同作業所、わかば第２作業

所、あゆみ苑、国領荘、どんでんどん、つぼみ、わくわくクラブ、ワークチームゆ
い、クック・チャム my mama、スマイルラボ、しいたけの里、サスケ工房、プラ
ネットワークス新居浜、プラネットワークス愛媛、ハビリテーリングセンターvivre 

子 育 て 支
援施設 

地域型保育事業所（小規
模保育事業、事業所内保育事
業） 

◆地域型保育事業所（5 施設） 
・かがやき保育園、ちびっこワールドにいはま園、保育ルームぽこ・あ・ぽこ、すい

よう会事業所内保育施設ひまわり乳児園、こども園みるみる 
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（２） 各拠点の都市機能誘導施設の検討 

抽出した都市機能誘導施設の候補について、既存施設の立地状況を踏まえ、都市機能誘導区域

毎の特性やまちづくりの方向性を考慮し、都市機能誘導施設の設定方針を、施設分野別に検討・

整理します。 

各地域の都市機能誘導区域や居住誘導区域内に、基本的な都市機能が備わっていることを踏

まえ、「都市機能誘導施設設定の基本的な考え方」に基づき、各拠点に位置付ける都市機能誘導

施設を以下のとおり設定します。 

 

【都市機能誘導施設の考え方と誘導方針】 

●：都市機能誘導施設として新たに整備・誘導を行う施設 

○：都市機能誘導施設として位置付ける施設 

―：施設の立地・充足状況や利用圏域、施設特性を踏まえて、該当する都市機能誘導区域の誘導

施設として位置付けない施設 

 

【誘導区域の設定】 
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ア. 医療施設 

○医療施設の立地状況 

 

 

○設定方針 

・ 医療機能の維持・確保による、市民生活の安心の確保と、集客向上や定住の促進を図るため、

病院を誘導施設として設定し、拠点地区（都市拠点、地域拠点（喜光地））における機能の維

持・確保を図ります。 

・ 新居浜駅周辺地区は病院がないため、病床機能の転換等に必要な施設・設備の整備推進に合

わせた機能集約を見据えつつ、新たに立地誘導を図ります。 

 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

病院（特定機能病院及び地域医療支援病院を除く） ● ○ ○ ○ 
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イ. 高齢者福祉センター 

○高齢者福祉センターの立地状況 

 

 

○設定方針 

・ 高齢者福祉センターは、現在は都市機能誘導区域及び居住誘導区域内に設置されておらず、

高齢社会における高齢者の元気増進や、拠点地区への高齢者の外出機会の増大等を図るため

にも、人口・都市機能集積や公共交通利便性に優れた拠点地区への立地誘導が望まれます。 

・ このため、将来の公共施設の再編と併せて、公共交通の利便性の高い都市拠点（新居浜駅周

辺地区又は一宮・繁本町・昭和通り周辺地区）において、都市機能誘導施設として設定し、立

地誘導を図ります。 

 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

高齢者福祉センター ● － ● － 
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ウ. 子育て支援施設 

A．児童館・児童センター・子育て支援センター 

○児童館・児童センター・子育て支援センターの立地状況 

 

 

○設定方針 

・ 児童館・児童センターは、子育て支援による子育て世代等の流入や定住促進に有効であり、

将来の公共施設の再編と併せて、中央児童センターが立地する都市拠点（一宮・繁本町・昭和

通り周辺地区）において、都市機能誘導施設として設定し、既存機能の維持を図ります。ま

た、施設の空白地区となっている新居浜駅周辺地区において、周辺地区の将来の公共施設の

再編と併せて、新たな立地誘導を図ります。 

・ 子育て支援センターについても、既存の施設分布を生かしながら、各拠点において都市機能

誘導施設として設定し、既存機能の維持を図るとともに、施設の空白地区となっている前田

町周辺地区や新居浜駅周辺地区において、周辺地区の将来の公共施設の再編と併せて、新た

な立地誘導を図ります。 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

児童館・児童センター ● － ○ － 
子育て支援センター ● ● ○ ○ 
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B.保育施設等 

○保育施設等の立地状況 

 

 

○設定方針 

・ 既存の施設分布を生かしながら、子育て環境の充実による居住誘導地域への子育て世代の流

入促進に向け、施設の空白地区である新居浜駅周辺地区も含めて、各拠点における誘導施設

として設定します。 

 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

保育施設等（保育所、認定こども園、幼稚園） ● ○ ○ ○ 
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エ. 学校教育施設 

○学校教育施設の立地状況 

 

○設定方針 

・ 高等学校、高等専門学校、特別支援学校は、若者の人材育成に資する施設であり、拠点地区に

おける集客や定住の促進に資する施設であるため、当該施設が立地する拠点地区（新居浜駅

地区、一宮・繁本町・昭和通り周辺地区）において、都市機能誘導施設として設定し、既存機

能の維持とともに、将来の統廃合等の再編方向と併せた新たな立地誘導も検討していきます。

中等教育学校（中高一貫校）については、今後の統廃合等の再編方向との調整が必要ですが、

高等学校等との連携が必要なことから、同拠点地区で位置付けます。 

・ 専修学校、各種学校は、当該施設が立地する拠点地区（一宮・繁本町・昭和通り周辺地区、喜

光地周辺地区）において、都市機能誘導施設として設定し、既存機能の維持を図るとともに、

新たな賑わい強化が望まれる新居浜駅周辺地区において、新たな立地誘導を図ります。 

 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

高等学校、高等専門学校 
特別支援学校、中等教育学校 ○ － ○ － 

専修学校、各種学校 ● － ○ ○ 
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オ. 生涯学習施設 

○生涯学習施設の立地状況 

 

○設定方針 

・ 図書館、博物館・美術館等、文化ホール及び社会体育施設について、既存施設を有する拠点地

区（それぞれ前田町周辺地区、新居浜駅周辺地区、一宮・繁本町・昭和通り周辺地区）で都市

機能誘導施設を位置付け、既存機能の維持を図ります。 

・ 新たな賑わい強化が望まれる新居浜駅周辺地区においては、図書館、文化ホール、社会体育

施設等の一体的な利用が可能な複合施設について、将来の公共施設の再編と併せて、総合運

動公園構想との整合性を図りながら、新たな立地誘導を図ります。 

・ 公共施設の再編検討が進められている前田町周辺地区においては、再編と併せた社会体育施

設の維持・向上を図ります。 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

図書館 ● ○ － － 
博物館・美術館等 ○ － － － 
文化ホール ● － ○ － 
社会体育施設 ● ● ○ － 
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カ. 商業施設 

○商業施設（大規模小売店舗）の立地状況 

 

 

○設定方針 

・ 大規模小売店舗（店舗面積 1,000 ㎡以上）は、日常生活における購買先としての役割を担い、

集客力も高く、拠点地区（都市拠点、地域拠点（喜光地））の賑わい形成に資することから、

都市機能誘導施設として設定し、その維持・確保を図ります。 

 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

大規模小売店舗（1,000 ㎡超） ○ ○ ○ ○ 
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キ. 行政施設 

○行政施設（市役所本庁舎）の立地状況 

 

 

○設定方針 

・ 行政施設（市役所本庁舎）は、中心市街地内の都市機能誘導区域内（都市拠点内）に立地して

います。行政サービスの拠点施設として、公共交通の利便性が高く人口も集中している拠点

での立地が望まれることから、都市機能誘導施設として設定し、その維持・確保を図ります。 

 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

市役所本庁舎 － － ○ － 
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ク. 活性化拠点施設 

 

○設定方針 

・ 幅広い市民の利用を目的とし、他の施設として位置付けられない文化・生涯学習・交流活動

の活性化、子育て支援、地域産業の振興などの、都市や地域の活性化に資する複合的な拠点

施設であり、各拠点地区（都市拠点、地域拠点）の特性を生かし、各拠点地区の活性化に必要

な新たな機能・施設の立地について、将来の公共施設の再編との調整を図りつつ、検討・誘導

していきます。 

 

都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮・繁本町
・昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

活性化拠点施設（複合施設） ● ● ● ● 
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（３） 各拠点の都市機能誘導施設の設定 

都市機能誘導施設について、分野別の設定方針は以下のとおりとなります。 

 

分野 都市機能誘導施設 

都市拠点 地域拠点 

施設の定義 新居浜駅 
周辺地区 

前田町 
周辺地区 

一宮･ 
繁本町･ 
昭和通り 
周辺地区 

喜光地 
周辺地区 

医療 
病院（特定機能病院及
び地域医療支援病院を
除く） 

● ○ ○ ○ ・医療法第１条の５第１項に規定する施
設 

高齢 
福祉 高齢者福祉センター ● － ● － ・老人福祉法第二十条の七に規定する老

人福祉センター 

子育て 
支援 

児童館・児童センター ● － ○ － ・児童福祉法第40 条に規定する施設 

子育て支援センター ● ● ○ ○ ・児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に定める
地域子育て支援拠点事業を行う事業所 

保育施設等（保育所、認
定こども園、幼稚園） ● ○ ○ ○ 

・児童福祉法第39 条第１項に規定する施
設 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律第２
条第７項に規定する施設 

・学校教育法第１条に規定する幼稚園 

学校 
教育 
施設 

高等学校、高等専門学
校、特別支援学校、中
等教育学校 

○ － ○ － 
・学校教育法第１条に規定する高等学校、

中等教育学校、特別支援学校および高等
専門学校 

専修学校、各種学校 ● － ○ ○ 
・学校教育法第124 条に規定する施設 
・学校教育法第 134 条に規定する各種学

校 

生涯 
学習 
施設 

図書館 ● ○ － － ・図書館法第２条第１項に規定する施設 

博物館・美術館等 ○ － － － 

・博物館法第２条第１項に規定する博物
館および美術館 

・博物館法第29 条に規定する博物館相当
施設 

文化ホール ● － ○ － ・ホール機能を有する文化施設 

社会体育施設 ● ● ○ － ・スポーツ基本法、社会教育法、地方自治
法 

商業 大規模小売店舗 
（1,000㎡超） ○ ○ ○ ○ ・大規模小売店舗立地法 

行政 市役所本庁舎 － － ○ － ・地方自治法第４条第１項に規定する施
設 

活性化 
拠点 
施設 

複合施設 ● ● ● ● 

・幅広い市民の利用を目的とし、上記では
位置づけられない、文化・生涯学習・交
流活動の活性化、子育て支援、地域産業
の振興などの、都市や地域の活性化に資
する複合的な拠点施設 

●：都市機能誘導施設として新たに整備・誘導を行う施設 
○：都市機能誘導施設として位置づける施設 
―：施設の立地・充足状況や利用圏域、施設特性を踏まえて、該当する都市機能誘導区域の誘導施設として位置づけない

施設 
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